
 

                                       資料② 

2025年度 

防犯灯の設置及び整備補助制度について 
（防犯灯を行政区が設置及び管理し、市が設置費用の一部を補助する制度） 

  

１ 制度概要 

  市では、行政区が防犯灯を設置する場合に、その設置に係る費用に対して、予算

の範囲内で補助金を交付します。 

補助を希望される場合は、申請書を提出してください。 

ご希望どおりに補助できないこともありますので、交付決定後に工事にかかって

いただくようお願いします。 
 

⑴ 補助金額 

   ＬＥＤ灯の設置に要する費用の１／２以内（消費税含む）で、１灯あたりの上限は

次のとおり。 

電柱等既存の支柱への設置 12,000円 

支柱等を新設しての設置 17,500円 

  蛍光灯などの整備は、対象外です。 
 

⑵ 設置内訳 

 ア 新設   新規に防犯灯を設置する場合 

 イ ＬＥＤ化 既に設置している蛍光灯等を取り外し、ＬＥＤ灯を設置する場合 

 ※ ＬＥＤ灯の故障取替は、対象外です。 

 

２ 申請方法 

 『補助金等交付申請書』に次の書類を添付してください。 

 ⑴ 防犯灯設置予定場所の位置図（住宅地図などに予定場所を記したもの） 

 ⑵ 防犯灯設置予定場所の写真（コピー用紙にカラー印刷したものも可） 

 ⑶ 防犯灯設置の見積書（消費税込みのもの） 

 

３ 提出先 

 生活環境課または各振興局市民福祉課 

 

４ 申請期限 

 随時受け付けますが、予算がなくなれば終了します。 

 

 

【問合せ先】豊岡市 くらし創造部 生活環境課 

豊岡市中央町２－４ TEL 23-5304（直通） FAX 23-0915 



 

市による防犯灯設置制度（市が設置及び管理を行う防犯灯） 

 

１ 制度概要 

 市では、下記の条件を全て満たす道路に防犯灯を設置する制度を設けています。

環境負荷の低減等を図るため、ＬＥＤ灯を設置しています。 

 

⑴ 異なる行政区に属する集落同士の距離が道なりで100メートル以上離れてい

る場所 

（集落の端の家の敷地から10メートル以内は、行政区で対応をお願いします。） 

⑵ 既存の防犯灯及び道路照明灯など防犯灯の代わりとなる照明器具から道なり

でおおむね80メートル以上離れた場所 

⑶ 犯罪が発生し、または発生するおそれがある場所 

⑷ 通学路（通学以外においても一定以上の通行量があるものに限る。）または 

夜間における歩行者等の通行があり、公共性が高い場所 

 

            この防犯灯は、申請により市が設置します。 

 

 

                        

      Ａ行政区                  Ｂ行政区 

集落                    集落 

               道なりで100m以上 

 

 

２ 申請方法 

  設置を希望される場合は、生活環境課にご相談ください。 

（緊急度等を考慮し、予算の範囲内で設置を決定します。） 

 その際、可能であれば次のものをご用意ください。 

⑴ 防犯灯設置希望場所の位置図 

（住宅地図など、周囲100メートルの状況が分かる地図） 

 ⑵ 防犯灯設置希望場所の写真（遠景） 

 

３ お願い 

  市が設置した防犯灯が点灯しない等、修理が必要な場合は、管理票プレートの 

番号または電柱番号を生活環境課（23-5304）へご連絡ください。

 


